
議案第116号 

 

   つくば市立児童館及びつくば市立放課後児童室条例の一部を改正する条例に

ついて 

 

上記の議案を次のとおり提出する。 

 

令和８年２月13日 

 

つくば市長 五 十 嵐 立 青       

 

 

   つくば市立児童館及びつくば市立放課後児童室条例の一部を改正する条例 

 

 つくば市立児童館及びつくば市立放課後児童室条例（平成13年つくば市条例第９

号）の一部を次のように改正する。 

第５条第１項に次のただし書を加える。 

ただし、つくば市立茎崎児童センター、つくば市立東児童館及びつくば市立大

曽根児童館（以下「土日開館児童館」という。）については、第２号に掲げる日

を除く。 

第５条第６項中「利用する者」を「利用する児童又はその保護者」に改める。 

第６条第１項を次のように改める。 

児童館の開館時間は、次に掲げる児童館の区分に応じ、当該各号に定める時間

とする。 

(1) 土日開館児童館以外の児童館 次に掲げる曜日の区分に応じ、ア又はイに定

める時間 



ア 月曜日から金曜日まで 午前８時30分から午後６時まで 

イ 土曜日 午前８時30分から正午まで 

(2) 土日開館児童館 次に掲げる曜日の区分に応じ、ア又はイに定める時間 

ア 日曜日及び土曜日 午前９時から午後５時まで 

イ 月曜日から金曜日まで 午前８時30分から午後６時まで 

第６条第６項中「利用する者」を「利用する児童又はその保護者」に改める。 

第７条の見出し及び同条各号列記以外の部分中「者」を「児童」に改め、同条第

１号中「就学している者」を「在籍している児童」に改める。 

第８条の見出し中「利用許可」を「利用の許可」に改め、同条第１項中「者は」

を「児童の保護者は、規則で定めるところにより」に改め、同条第２項第１号を削

り、同項第２号中「者」を「児童又はその保護者」に改め、同号を同項第１号とし、

同項第３号を同項第２号とする。 

第９条の見出し中「利用許可」を「利用の許可」に改め、同条中「を受けた者」

を「に係る児童」に、「放課後児童」を「利用児童」に改め、「保護者」の次に「（以

下「利用保護者」という。）」を加え、同条第３号及び第４号を次のように改める。 

(3) この条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又はこれらに基づく市長の指

示に従わないとき。 

(4) 前条第１項の許可に付した条件に違反したとき。 

第９条第５号中「第14条」を「第14条第１項」に改め、同号を同条第６号とし、

同条第４号の次に次の１号を加える。 

(5) 第４条に規定する事業の安全かつ円滑な実施に支障を及ぼすおそれがあると

認めるとき。 

第10条第２項第１号中「放課後児童」を「利用児童」に改める。 

第11条第１項中「第３条各号に掲げる」を「第３条に規定する」に改める。 

第12条中「施設若しくは設備」を「児童館の施設若しくはその附属設備（以下「施

設等」という。）」に改める。 



第13条の見出し中「利用許可」を「利用の許可」に改め、同条第３号中「の規定

又はこれらに基づく市長の指示に違反したとき」を「に違反し、又はこれらに基づ

く市長の指示に従わないとき」に改め、同条に次の１号を加える。 

(4) 当該許可に付した条件に違反したとき。 

第14条の見出しを「（放課後児童室の使用料）」に改め、同条第１項中「放課後

児童の保護者」を「利用保護者」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 利用児童の放課後児童室を利用できる日数（利用児童が第８条第１項の許可を

受けた期間のうち、放課後児童室が開室された日数をいう。）が１月に12日未満

である場合は、利用保護者から使用料を徴収しないものとする。 

第15条の見出し中「使用料」を「放課後児童室の使用料」に改め、同条第１項中

「放課後児童」を「利用児童」に改める。 

第16条の見出し中「使用料」を「放課後児童室の使用料」に改め、同条中「放課

後児童又はその保護者が」を削り、「当該保護者」を「利用保護者」に改め、同条

第１号中「放課後児童の保護者」を「利用保護者」に、「とき。」を「とき」に改

め、同条第２号中「放課後児童の保護者」を「利用保護者」に、「市民税」を「市

町村民税（特別区民税を含む。）」に、「とき。」を「とき」に改め、同条第３号

を削り、同条第４号中「とき。」を「とき」に改め、同号を同条第３号とする。 

第17条の見出し中「使用料」を「放課後児童室の使用料」に改め、同条中「市長

が特別の理由があると認める」を「規則で定める」に改める。 

第18条第１項中「放課後児童の保護者」を「利用保護者」に改める。 

第19条中「免除」を「減免」に、「「市長」とあるのは「指定管理者」と、「納

付すべき使用料」とあるのは「支払うべき利用料金」」を「「使用料」とあるのは

「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「納付すべき」とあるの

は「支払うべき」」に改める。 

第20条中「「市長」とあるのは「指定管理者」と、「還付」とあるのは「返還」」

を「「使用料」とあるのは「利用料金」と、「還付」とあるのは「返還」と、「納



付された」とあるのは「支払われた」」に改める。 

第21条中「施設及び設備（以下「施設等」という。）」を「施設等」に改め、同

条の次に次の１条を加える。 

 （遵守事項） 

第２１条の２ 児童館を利用する者又は利用児童若しくは利用保護者は、次に掲げ

る事項を遵守しなければならない。 

(1) 児童館又は放課後児童室の管理及び第３条又は第４条に規定する事業の安全

かつ円滑な実施に支障を及ぼすおそれがある行為をしないこと。 

(2) その他市長の指示に従うこと。 

第22条中「により」の次に「児童館又は放課後児童室の」を加える。 

第23条第２項第１号中「第３条各号」を「第３条」に改め、同項第９号中「免除

する」を「減免する」に改め、同項第11号中「施設」を「施設等」に改める。 

 別表第１つくば市立小田児童館の項中「小田2410番地」を「小田3107番地」に改

める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第５条第１項にただし書を加える

改正規定、第６条第１項の改正規定、第14条に１項を加える改正規定及び別表第１

の改正規定は、令和８年４月１日から施行する。 

（提案理由） 

 つくば市立茎崎児童センター、つくば市立東児童館及びつくば市立大曽根児童館 

が土日開館することに伴い、開館時間等について定めるとともに、所要の改正を行 

うため、この条例案を提出するものである。 



議案第116号資料 

1/7 

つくば市立児童館及びつくば市立放課後児童室条例（平成13年つくば市条例第９号）新旧対照表 

改正後 改正前 

第１条―第４条 （略） 第１条―第４条 （略） 

（休館日等） （休館日等） 

第５条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、つくば市立茎崎児童セン

ター、つくば市立東児童館及びつくば市立大曽根児童館（以下「土日開館児童館」

という。）については、第２号に掲げる日を除く。 

第５条 児童館の休館日は、次のとおりとする。 

(1)―(3) （略） (1)―(3) （略） 

２―５ （略） ２―５ （略） 

６ 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、つくば市立大曽根児童館放課後児童

室を利用する児童又はその保護者の利便の向上を図るため必要があり、かつ、同

項の規定により市長が行う休室日の変更を待つ時間的余裕がないことが明らかで

あると認めるときは、第４項に規定する休室日につくば市立大曽根児童館放課後

児童室を開室することができる。 

６ 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、つくば市立大曽根児童館放課後児童

室を利用する者        の利便の向上を図るため必要があり、かつ、同

項の規定により市長が行う休室日の変更を待つ時間的余裕がないことが明らかで

あると認めるときは、第４項に規定する休室日につくば市立大曽根児童館放課後

児童室を開室することができる。 

（開館時間等） （開館時間等） 

第６条 児童館の開館時間は、次に掲げる児童館の区分に応じ、当該各号に定める

時間とする。 

第６条 児童館の開館時間は、次のとおりとする。 

(1) 土日開館児童館以外の児童館 次に掲げる曜日の区分に応じ、ア又はイに定

める時間 

(1) 月曜日から金曜日まで 午前８時30分から午後６時まで 

ア 月曜日から金曜日まで 午前８時30分から午後６時まで (2) 土曜日 午前８時30分から正午まで 

イ 土曜日 午前８時30分から正午まで  

(2) 土日開館児童館 次に掲げる曜日の区分に応じ、ア又はイに定める時間  

ア 日曜日及び土曜日 午前９時から午後５時まで  
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イ 月曜日から金曜日まで 午前８時30分から午後６時まで  

２―５ （略） ２―５ （略） 

６ 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、つくば市立大曽根児童館放課後児童

室を利用する児童又はその保護者の利便の向上を図るため必要があり、かつ、同

項の規定により市長が行う開室時間の変更を待つ時間的余裕がないことが明らか

であると認めるときは、つくば市立大曽根児童館放課後児童室の開室時間を延長

することができる。 

６ 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、つくば市立大曽根児童館放課後児童

室を利用する者        の利便の向上を図るため必要があり、かつ、同

項の規定により市長が行う開室時間の変更を待つ時間的余裕がないことが明らか

であると認めるときは、つくば市立大曽根児童館放課後児童室の開室時間を延長

することができる。 

（放課後児童室を利用することができる児童） （放課後児童室を利用することができる者 ） 

第７条 放課後児童室を利用することができる児童は、次の各号のいずれにも該当

する児童とする。 

第７条 放課後児童室を利用することができる者 は、次の各号のいずれにも該当

する者 とする。 

(1) 小学校等に在籍している児童であること。 (1) 小学校等に就学している者 であること。 

(2) （略） (2) （略） 

（放課後児童室の利用の許可） （放課後児童室の利用許可 ） 

第８条 放課後児童室を利用しようとする児童の保護者は、規則で定めるところに

より、市長の許可を受けなければならない。 

第８条 放課後児童室を利用しようとする者は                

  、市長の許可を受けなければならない。 

２ 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないことがで

きる。 

２ 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないことがで

きる。 

 (1) 放課後児童室を利用しようとする者が感染性の疾病を有するとき。 

(1) 放課後児童室を利用しようとする児童又はその保護者が第４条に規定する事

業の安全かつ円滑な実施に支障を及ぼすおそれがあると認めるとき。 

(2) 放課後児童室を利用しようとする者        が第４条に規定する事

業の安全かつ円滑な実施に支障を及ぼすおそれがあると認めるとき。 

(2) （略） (3) （略） 

３ （略） ３ （略） 

（放課後児童室の利用の許可の取消し） （放課後児童室の利用許可 の取消し） 

第９条 市長は、前条第１項の許可に係る児童（以下「利用児童 」という。）又 第９条 市長は、前条第１項の許可を受けた者（以下「放課後児童」という。）又
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はその保護者（以下「利用保護者」という。）が次の各号のいずれかに該当する

ときは、当該許可を取り消すことができる。 

はその保護者               が次の各号のいずれかに該当する

ときは、当該許可を取り消すことができる。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) この条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又はこれらに基づく市長の指

示に従わないとき。 

(3) この条例、この条例に基づく規則又は前条第１項の許可に係る条件に違反し

たとき。 

(4) 前条第１項の許可に付した条件に違反したとき。 (4) 前条第２項第１号又は第２号のいずれかに該当することとなったとき。 

(5) 第４条に規定する事業の安全かつ円滑な実施に支障を及ぼすおそれがあると

認めるとき。 

 

(6) 第14条第１項の使用料又は第18条第１項の利用料金を正当な理由なく一定の

期間滞納したとき。 

(5) 第14条   の使用料又は第18条第１項の利用料金を正当な理由なく一定の

期間滞納したとき。 

（利用の制限等） （利用の制限等） 

第１０条 （略） 第１０条 (略） 

２ 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、放課後児童室の利用を制限し、

若しくは利用の停止を命じ、又は退室を命じることができる。 

２ 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、放課後児童室の利用を制限し、

若しくは利用の停止を命じ、又は退室を命じることができる。 

(1) 利用児童 の健全な育成を阻害するおそれがあるとき。 (1) 放課後児童の健全な育成を阻害するおそれがあるとき。 

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

（児童館の全部又は一部の利用） （児童館の全部又は一部の利用） 

第１１条 市長は、児童の福祉を増進するため必要があると認めるときは、第３条

に規定する 事業の実施を妨げない限度において、児童館の全部又は一部を特定

のものに利用させることができる。 

第１１条 市長は、児童の福祉を増進するため必要があると認めるときは、第３条

各号に掲げる事業の実施を妨げない限度において、児童館の全部又は一部を特定

のものに利用させることができる。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（利用権の譲渡等の禁止） （利用権の譲渡等の禁止） 

第１２条 前条第２項の許可を受けたものは、当該許可を受けた目的以外に児童館

の施設若しくはその附属設備（以下「施設等」という。）を利用し、又は利用の

第１２条 前条第２項の許可を受けたものは、当該許可を受けた目的以外に施設若

しくは設備                     を利用し、又は利用の
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権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。 権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。 

（児童館の全部又は一部の利用の許可の取消し） （児童館の全部又は一部の利用許可 の取消し） 

第１３条 市長は、第11条第２項の許可を受けたものが次の各号のいずれかに該当

するときは、当該許可を取り消すことができる。 

第１３条 市長は、第11条第２項の許可を受けたものが次の各号のいずれかに該当

するときは、当該許可を取り消すことができる。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) この条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又はこれらに基づく市長の指

示に従わないとき。 

(3) この条例若しくはこれに基づく規則の規定又はこれらに基づく市長の指示に

違反したとき  。 

(4) 当該許可に付した条件に違反したとき。  

（放課後児童室の使用料） （使用料） 

第１４条 利用保護者    は、使用料を納付しなければならない。ただし、つ

くば市立大曽根児童館放課後児童室における利用保護者    については、こ

の限りでない。 

第１４条 放課後児童の保護者は、使用料を納付しなければならない。ただし、つ

くば市立大曽根児童館放課後児童室における放課後児童の保護者については、こ

の限りでない。 

２ 利用児童の放課後児童室を利用できる日数（利用児童が第８条第１項の許可を

受けた期間のうち、放課後児童室が開室された日数をいう。）が１月に12日未満

である場合は、利用保護者から使用料を徴収しないものとする。 

 

 （放課後児童室の使用料の額及び納期）  （使用料       の額及び納期） 

第１５条 使用料の額は、利用児童 １人につき月額4,000円とする。ただし、同一

世帯において２人以上の利用児童 があるときは、２人目以降の利用児童 に係

る使用料の額は、当該利用児童 １人につき月額2,000円とする。 

第１５条 使用料の額は、放課後児童１人につき月額4,000円とする。ただし、同一

世帯において２人以上の放課後児童があるときは、２人目以降の放課後児童に係

る使用料の額は、当該放課後児童１人につき月額2,000円とする。 

２ （略） ２ （略） 

（放課後児童室の使用料の減免） （使用料       の減免） 

第１６条 市長は、             次の各号のいずれかに該当すると

きは、利用保護者が納付すべき使用料につき、当該各号に定める額を免除するこ

とができる。 

第１６条 市長は、放課後児童又はその保護者が次の各号のいずれかに該当すると

きは、当該保護者が納付すべき使用料につき、当該各号に定める額を免除するこ

とができる。 

(1) 利用保護者    が生活保護法（昭和25年法律第144号）による保護を受け (1) 放課後児童の保護者が生活保護法（昭和25年法律第144号）による保護を受け
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ているとき  全額 ているとき。 全額 

(2) 利用保護者    の放課後児童室を利用しようとする年度（４月分又は５

月分の使用料にあっては、前年度）に納付すべき市町村民税（特別区民税を含

む。）の所得割が非課税であるとき  全額 

(2) 放課後児童の保護者の放課後児童室を利用しようとする年度（４月分又は５

月分の使用料にあっては、前年度）に納付すべき市民税          

    の所得割が非課税であるとき。 全額 

 (3) 放課後児童が月の中途から放課後児童室の利用を開始し、又は月の中途でそ

の利用を中止した場合で、当該月の利用日数が12日未満であるとき。 全額 

(3) 自然災害その他特別の事情により市長が前条第１項の使用料の全部又は一部

を免除する必要があると認めるとき  その都度市長が定める額 

(4) 自然災害その他特別の事情により市長が前条第１項の使用料の全部又は一部

を免除する必要があると認めるとき。 その都度市長が定める額 

（放課後児童室の使用料の還付） （使用料       の還付） 

第１７条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、規則で定める    

      ときは、その全部又は一部を還付することができる。 

第１７条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があ

ると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。 

（利用料金） （利用料金） 

第１８条 つくば市立大曽根児童館放課後児童室における利用保護者    は、

指定管理者に、放課後児童室の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）を

支払わなければならない。 

第１８条 つくば市立大曽根児童館放課後児童室における放課後児童の保護者は、

指定管理者に、放課後児童室の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）を

支払わなければならない。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（利用料金の減免） （利用料金の減免） 

第１９条 第16条の規定は、利用料金の減免について準用する。この場合において、

同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」

と、「納付すべき」とあるのは「支払うべき」と読み替えるものとする。 

第１９条 第16条の規定は、利用料金の免除について準用する。この場合において、

同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「納付すべき使用料」とあるのは

「支払うべき利用料金」          と読み替えるものとする。 

（利用料金の返還） （利用料金の返還） 

第２０条 第17条の規定は、利用料金の返還について準用する。この場合において、

同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「還付」とあるのは「返還」と、

「納付された」とあるのは「支払われた」と読み替えるものとする。 

第２０条 第17条の規定は、利用料金の返還について準用する。この場合において、

同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「還付」とあるのは「返還」  

                   と読み替えるものとする。 

（原状回復の義務） （原状回復の義務） 
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第２１条 児童館の施設等                を利用した者は、利

用を終了したときは、当該施設等を直ちに原状に回復しなければならない。 

第２１条 児童館の施設及び設備（以下「施設等」という。）を利用した者は、利

用を終了したときは、当該施設等を直ちに原状に回復しなければならない。 

 （遵守事項）  

第２１条の２ 児童館を利用する者又は利用児童若しくは利用保護者は、次に掲げ

る事項を遵守しなければならない。 

 

(1) 児童館又は放課後児童室の管理及び第３条又は第４条に規定する事業の安全

かつ円滑な実施に支障を及ぼすおそれがある行為をしないこと。 

 

(2) その他市長の指示に従うこと。  

（損害賠償の義務） （損害賠償の義務） 

第２２条 故意又は過失により児童館又は放課後児童室の施設等を損傷し、又は滅

失させた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由

があると市長が認めるときは、この限りでない。 

第２２条 故意又は過失により            施設等を損傷し、又は滅

失させた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由

があると市長が認めるときは、この限りでない。 

（指定管理者による管理） （指定管理者による管理） 

第２３条 （略） 第２３条 （略） 

２ 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。 ２ 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 第３条  及び第４条に規定する事業を行うこと。 (1) 第３条各号及び第４条に規定する事業を行うこと。 

(2)―(8) （略） (2)―(8) （略） 

(9) 第19条で準用する第16条の規定により、利用料金を減免すること。 (9) 第19条で準用する第16条の規定により、利用料金を免除すること。 

(10) （略） (10) （略） 

(11) 施設等及び物品の維持管理を行うこと。 (11) 施設 及び物品の維持管理を行うこと。 

(12) （略） (12) （略） 

第２４条―第２６条 （略）  第２４条―第２６条 （略）  

附則 （略） 附則 （略） 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 
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名称 位置 

つくば市立小田児童館 つくば市小田3107番地 

（略） （略） 
 

名称 位置 

つくば市立小田児童館 つくば市小田2410番地 

（略） （略） 
 

別表第２ （略） 別表第２ （略） 

 



議案第 116 号  
 

つくば市立児童館及びつくば市立放課後児童室条例

の一部を改正する条例についての説明資料  
 

つくば市こども部こども育成課 

 
○  制定・改廃の経緯及び内容  
 休日の子育て世帯の居場所を確保するため、つくば市立茎崎児童センタ

ー、つくば市立東児童館及びつくば市立大曽根児童館が日曜日及び土曜日に

開館するように定めるとともに、つくば市立小田児童館の移転に伴い位置を

改正する。その他、所要の改正を行う。  
 
○  他自治体の状況等  

特になし。  
 
○ 上位計画又は関連計画等  
・放課後児童室対策パッケージ 2026（こども家庭庁・文部科学省）  
・第３期つくば市子ども・子育て支援プラン  

 
○ 根拠法令及び関係法令等  
・児童福祉法第６条の３第２項  
・子ども・子育て支援法第 59 条第１項第５号  

 
○ 条例の施行により予測される影響及び効果（算出できるものはコストを含む） 
 つくば市立茎崎児童センター、つくば市立東児童館及びつくば市立大曽根

児童館の３児童館を日曜日及び土曜日に開館することで、休日の子育て世帯

の居場所の創出を行うことができる。  

 


